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202４年５月 30 日 

 

20２４－２５年度 

 地区ガバナー       各位 

  地区ローターアクト委員長 各位 

地区ローターアクト代表  各位 

 

写）RI 理事   佐藤芳郎 様 

RI 理事 E 水野 功 様 

ロータリーコーディネーター 各位 

地区ガバナーエレクト 各位 

地区ガバナーノミニー 各位 
 

 

理事長 上山 昭治 

委員長会議準備委員会 

事務統括 津留起夫 

 

 

第７回 全国地区ローターアクト委員長 及び 地区ローターアクト代表 

 合同会議開催のご案内 

 

初夏の候、平素より皆さまにおかれましては、各地区にてローターアクト奉仕

活動にますますご活躍のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、2024 年８月４日（日）に開催いたします第７回全国地区 RA 委員長 

及び地区 RA 代表合同会議のご案内を申し上げます。 

 

先回同様にＺＯＯＭ併用のハイブリッド形式にて行います。 

多くの方々のご参加をお願い申し上げます。 

 

 

また、2023-24 年度 地区代表のかたは３項記載アンケートリンクより、「年

次 RAC 活動報告」へのご回答をお願いいたします。 

 

 
敬具 
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― 開催要領 ― 
 

１．日 時：2024 年８月４日（日）1３：３０～1６：３０  

       

２．場 所：AP 日本橋 ６階 

東京都中央区日本橋 3-6-2 日本橋フロント 6F TEL：03-3273-3109 

 

３．参加形式：①対面参加  ：AP 日本橋 ６階「A」ルーム 

②ZOOM 参加：後日配布するミーティング URL よりご参加ください 

 

４．登録料：参加１地区につき 19,000 円（対面・ZOOM の参加人数に関わらず一律） 

７月３１日までに下記口座へお振り込み願います。 

 

（振込先） 

みずほ銀行 浜松町支店（148） 普通 1673913 

一般社団法人国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構 

ｼｬ）ｺｸｻｲﾛｰﾀﾘｰﾆﾎﾝｾｲｼﾖｳﾈﾝｺｳｶﾝﾀﾁｸｺﾞｳﾄﾞｳｷｺｳ 

 
※振込の際は地区番号の明記をお願いいたします。 

※文字数が多いため、RIJYEM（フリガナ：ライジェム）でも受付可能です。 

※振込手数料はご負担いただきますようお願いします。 

 

５．登録方法 

●下記 Google フォームより登録してください。【期日７月２５日】 

 「対面参加」「ZOOM 参加」をご選択ください。 

 

（登録 URL）https://forms.gle/YQSU5q4hFEgjofH3A 
 

 

●参加形式変更 及び 取消方法について 

一旦参加登録したが、欠席に変更する、または 対面から ZOOM に変更するなど 

参加方法を変更する場合は、上記 Google フォーム URL より、再登録をしてくだ

さい。 

 

●ZOOM 参加の方へ 

ミーティング URL を７月２５日頃に送付いたします。 

ZOOM 参加の際は 名の欄に「地区番号(4 ケタ) 名字」＋姓「下の名前」をご入

力ください。 表示例）2580 山田太郎 

 

６．次第は事前に配布いたします。（７月２５日頃予定） 

 

７．その他 

・ご質問・ご意見等は、事前に RIJYEM 事務局宛にメールでお送りください。 

・また、上記 Google フォーム登録時に、ご意見ご質問記述ボックスにご記入ください。 

 

 

https://forms.gle/YQSU5q4hFEgjofH3A
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８. 会場アクセス  https://www.tc-forum.co.jp/ap-nihonbashi/access/ 

AP 日本橋 MAP 

 

 

 

９. 2023-24 年度 年次 RAC 活動報告のお願い 

回答対象：2023-24 年度 地区代表（または地区代表より委任された代理の方） 

 

下記アンケートフォームより「2023-24 年度 年次 RAC 活動報告」へご回答 

ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

（年次報告 URL）https://forms.gle/xfGfDvGqrCdLKBFz5 
 

 

●アンケート内容 

・アンケート名：「2023-24 年度 年次 RAC 活動報告」 

・アンケート項目： 

① 地区番号 ②代表者氏名 ③クラブ数 ④増減数 ⑤会員数 ⑥女性会員数 

⑦ 会員の増減数 ⑧ベスト奉仕活動 ⑨効果的な会員増強方法 

⑩地区ガバナー月信 RAC 会員数掲載 

⑪ご意見欄：・あなたは会員としてロータリーに何を求めますか？ 

・会議テーマの提案： ・その他： 

 

東京都中央区日本橋
3-6-2日本橋フロント

6FL 

交通アクセス 
JR 新幹線・JR 山手線・JR 京浜東北線・JR 横須賀線をご利用の場合 

JR 東京駅八重洲中央口から徒歩５分 

八重洲地下１番通り突当り出口番号２３を地上に出る 

地下鉄銀座線「日本橋駅 B1 出口」徒歩２分 

https://forms.gle/xfGfDvGqrCdLKBFz5
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【参考資料】 

 

●RIJYEM ローターアクトエレベート支援プロジェクトについて 

 

RIJYEM は、マーク・マローニー2019-20 年度 RI 会長が提唱した「エレベート・ロータ

ーアクト」を日本３４地区内の RAC にも効果的に推進する為に、現 RI 理事エレクトの水

野副理事長が、２０２２年 3 月の第２回 RA 合同会議開催に際して「RIJYEM ローターア

クトエレベート支援プロジェクト」を立ち上げました。ロータリークラブとローターアクト

クラブが手をたずさえて共に発展することを目標としています。 

 

その為に、先ず「ローターアクターが会員として求めるものは何か・・」を知るために、RA

合同会議の継続開催をし、アンケート調査や協議・検討の場とすることから始めております。 

 

RIJYEM は、何かを決定し押し付ける組織ではありません。あくまでも地区委員長やロー

ターアクトクラブの支援をする多地区合同組織体です。 

 

従って、何かを押し付けられていると感じられた場合は、ご遠慮なく RIJYEM 事務局に申

し立てをお願いします。適切に対応をいたします。 

 

【RI 発表資料】 

 

●ローターアクトの方針に関する最近の変更について 

https://my.rotary.org/ja/recent-rotaract-policy-updates 

 

2019 年規定審議会は、国際ロータリーの組織規定を改正し、その結果、ローターアクト

クラブが国際ロータリーの加盟クラブに含まれることとなりました。この画期的な決定後、

マーク・マローニー2019-20 年度 RI 会長は、ローターアクトの新しい立場をより正確に

反映する方針を起草するため、ローターアクターとロータリアンから成る「Elevate 

Rotaract Task Force（ローターアクト地位向上タスクフォース）」を任命しました。同タ

スクフォースによる話し合いでは、ローターアクターが会員として求めるものを知り、また、

調査や座談会を通じて方針の決定に加わる機会をローターアクターに提供することが重要

な目標とされました。 

ローターアクトに関する大きな変更事項と、この変更の詳細についての「よくある質問」は、

以下の通りです。 

 

◆2020 年 7 月管理委員会会合でのローターアクトについての重要な決定事項 

2020 年 7 月、ロータリー財団管理委員会は、ローターアクトに関連する追加の決定を行

いました： 

• 管理委員会は、ローターアクト委員会の委員であるローターアクターを、ローター

アクトに関連する事案について管理委員会に助言する役に任命する。 

https://my.rotary.org/ja/recent-rotaract-policy-updates
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• 理委員会は、ロータリー財団に関連した事案について管理委員会に直接助言する役

として、ローターアクト委員会への管理委員会リエゾンを任命し、ローターアクト

委員会にも助言を求める。 

•  

◆2020 年 6 月管理委員会会合でのローターアクトに関する重要な決定事項 

2020 年 6 月、ロータリー財団管理委員会は、ローターアクトに関する財団の方針につい

て以下の決定を行いました： 

• 2022 年 7 月 1 日より、ローターアクトクラブは、グローバル補助金プロジェク

トで援助国側提唱者または実施国側提唱者になることができる（ただし、ローター

アクトクラブがグローバル補助金で以前にロータリークラブと一緒に活動した経験

があることが条件）。 

• 管理委員会は、ローターアクターが財団プログラムの参加者として有する権利や特

権が取り消されないことを確認した。 

•  

◆2020 年 7 月理事会会合でのローターアクトに関する重要な決定事項 

2020 年 6 月、国際ロータリー理事会は、ローターアクトについて追加の決定を行いまし

た： 

• 理事会は、2020-21 年の各理事会会合において、ローターアクトに関する事項に

ついて助言するローターアクター1 名を任命した。 

 

◆2020 年 1 月理事会会合でのローターアクトに関する重要な決定事項 

2020 年 1 月、国際ロータリー理事会は、ローターアクターを対象とする調査の結果に基

づき、ローターアクトについて追加の決定を行いました： 

• ローターアクトクラブは 2022 年 7 月 1 日から国際ロータリーへの会費支払いを

始める。年会費は、大学を拠点とするクラブは会員 1 名につき 5 ドル、地域社会を

拠点とするクラブは会員 1 名につき 8 ドルとなる。新しいローターアクトクラブ

の加盟金 50 ドルは廃止される。 

• ローターアクトクラブは、会員の承認を得た場合、また該当する場合はスポンサー

クラブの承認を得た場合、年齢制限を設定できるが、これは義務ではない（これは、

ローターアクトクラブの上限年齢の廃止に関する 2019 年 10 月理事会決定を明

確化したもの）。 

 

◆2019 年 10 月理事会会合でのローターアクトに関する重要な決定事項 

2019 年 10 月、国際ロータリー理事会は、「Elevate Rotaract Task Force」 の推奨に

基づき、ローターアクトに関連する方針に複数の変更を加えました。詳細は、以下をご覧く

ださい。 

• ローターアクトに関連する方針変更の詳細 

• 改訂版の標準ローターアクトクラブ定款 

• 改訂版の推奨ローターアクトクラブ細則 

 

 

 

https://my-cms.rotary.org/ja/document/changes-rotary-code-policies-elevate-rotaract
https://my-cms.rotary.org/ja/document/standard-rotaract-club-constitution-effect-1-july-2020
https://my-cms.rotary.org/ja/document/recommended-rotaract-club-bylaws-effect-after-1-july-2020
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「ロータリー章典」への変更事項（2020 年 7 月 1 日から有効） 

• ローターアクトクラブは、スポンサークラブの有無に関わらず新しいクラブを設立

できるようになる。 

• ローターアクトクラブは、ほかのローターアクトクラブをスポンサークラブとして

選ぶことができるようになる。 

• ローターアクトクラブには、18 歳以上のすべての若い成人が入会できるようにな

る。 

• ローターアクトに関する方針は、第 5 章「プログラム」の部分から移され、改訂後

の第 2 章「クラブ」の部分に記載される。 

• 方針に関する変更事項に基づき、「標準ローターアクトクラブ定款」ならびに「推奨

ローターアクトクラブ細則」が改定される。 

• すべての地区委員会にローターアクターを加えることがロータリー地区に奨励され

る。 

 

その他の重要な決定事項： 

• RI 会長、RI 理事会、ロータリー財団管理委員会は、ローターアクトの関連事項につ

いて、ローターアクターがどのように助言するかを検討する必要がある。 

• 国際ロータリーは、ローターアクトの目標を次のように設定した： 

• 2022 年までに、ローターアクターの数（国際ロータリーに報告される数）

を 100％増やす 

• 2022 年までに、それらの報告されたローターアクターのうち、ロータリー

クラブに入会した人の数を 20％増やす 

• 2029 年までに、ローターアクターの数（報告される数）を 100 万人に増

やす 

 

◆よくある質問 

 

・これらの決定はどのように行われたのですか。 

数年にわたり、理事会、管理委員会、各種委員会、また世界中のロータリアンとローターア

クターの間で、どのようにローターアクターの立場を高め、どのようにローターアクトクラ

ブをロータリークラブの奉仕のパートナーと認識するべきかが話し合われてきました。ロ

ーターアクターはこれまで、RI のローターアクト委員会やローターアクト大会前会議、ま

たオンライン調査や討論グループを通じて、理事会にアイデアを提供してきました。今回の

決定は、これを反映したものです。 

ロータリーではこれまでに、ローターアクトが単なるプログラムではないことと、ローター

アクターがより大きな柔軟性、リソース、支援を求めているということについて、多くの人

から意見が寄せられていました。また、ローターアクターはクラブ、地区、多地区合同で素

晴らしい活動を行っており、それについての認識を高めるべきだとの声が多く出ています。

ローターアクトクラブを正式に国際ロータリーの加盟クラブとすることを決定した 2019

年規定審議会後、会長は、ローターアクトの新たな立場を反映する方針と、ローターアクタ

ーが開放性、革新性、柔軟性を体験できるようにする方法について話し合う「Elevate 

Rotaract Task Force（ローターアクト地位向上タスクフォース）」を任命しました。 
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・これらの決定はなぜなされたのですか。 

ロータリアンとローターアクターは、ロータリーファミリーとして、行動人として、ロータ

リーの新しい「行動計画」での欠かせない存在として、ローターアクターの重要性を話し合

ってきました。これらの重要な決定は、ローターアクトクラブの現在の傾向を反映し、ロー

ターアクトをロータリークラブと並行して加盟クラブとし（独自性、クラブ文化、会員の特

典は異なる）、ローターアクト内でのより大きな柔軟性、革新性、多様性を奨励するもので

す。 

 

・これらの変更事項は、すぐに実施されますか。 

ローターアクトクラブのスポンサーシップや年齢制限に関連する「ロータリー章典」への変

更事項は、2020 年 7 月 1 日から有効となりました。ただし、ローターアクトクラブは、

2022 年 7 月 1 日までは国際ロータリーに会費を支払う必要はなく、またグローバル補助

金の提唱者として参加することができません。これにより、変更事項についてクラブと地区

で確認し、話し合う時間を持つことができます。変更事項の実施には時間を要するため、ク

ラブと地区には、細則を改定する計画を立て、徐々に変更事項を取り入れていくよう奨励し

ています。 

 

・ローターアクトについての方針はどこに記載されていますか。 

ロータリー章典の第 2 章「クラブ」に方針が記載されています。第 12 条「ローターアク

トクラブ」をご参照ください。 

 

・ローターアクト定款と細則は、いつ更新しなければなりませんか。 

「標準ローターアクトクラブ定款」は、ローターアクトクラブのスポンサーシップや年齢制

限に関する変更事項を反映して既に更新されており、これを改正できるのは RI 理事会のみ

です。「標準ローターアクトクラブ定款」は、正規に活動中の全ローターアクトクラブに自

動的に適用されます。また「推奨ローターアクトクラブ細則」も改訂され、クラブは、それ

ぞれのニーズに合わせて細則をカスタマイズすることが奨励されています。 

 

・ロータリー財団はなぜローターアクトクラブがグローバル補助金の提唱者となることを

認めたのですか。 

管理委員会は、多くのローターアクトクラブがロータリー財団からの資金援助なしに、ロー

タリーのグローバル補助金プロジェクトと同様の規模で、ロータリー重点分野に沿った革

新的で持続可能な奉仕プロジェクトを既に行っていることを認識しました。管理委員会は、

ローターアクトクラブがグローバル補助金の提唱者となることを認めることで、世界でさ

らによいことをする機会が与えられると考えています。財団プログラムへの参加を通じて、

ローターアクトクラブによる国際財団活動資金（WF）への資金調達が促され、世界中のク

ラブが活用できるより多くのリソースが生み出されることとなります。 

 

・2022 年 7 月 1 日からローターアクトクラブがグローバル補助金に参加するために、地

区リーダーは今から何をすべきですか。 

https://my-cms.rotary.org/ja/learning-reference/about-rotary/strategic-plan
https://my.rotary.org/ja/document/standard-rotaract-club-constitution
https://my.rotary.org/ja/document/recommended-rotaract-club-bylaws
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地区リーダーは、ローターアクトクラブがグローバル補助金への参加資格を得る方法を決

めるために、検討を始める必要があります。例えば、ローターアクトクラブの研修セミナー

への参加を義務づけたり、資金調達と補助金活動の支援を担当するローターアクトクラブ

のリーダーを任命したりすることができます。地区リーダーはまた、ローターアクトの参加

を促進するために、グローバル補助金の DDF 配分方法に変更が必要かどうかを検討する必

要があります。 

 

・2022 年 7 月 1 日からグローバル補助金に参加するために、ローターアクトクラブは今

から何をすべきですか。 

グローバル補助金の実施国側または援助国側の協同提唱者となる資格を得るには、ロータ

ーアクトクラブは以下の条件を満たす必要があります： 

• 地区におけるグローバル補助金について学ぶ 

• グローバル補助金でロータリークラブまたは地区と協力する 

• グローバル補助金への参加資格を得るための要件を満たす 

参加資格を得るための要件は地区によって異なるため、ローターアクトクラブのリーダー

ができるだけ早く地区ロータリー財団委員長（またはその他の地区リーダー）に連絡を取る

ことが重要となります。 

 

・「ローターアクターが財団プログラムの参加者として有する権利や特権が取り消されない」

とは、どういう意味ですか。 

ローターアクトクラブはプログラムではなく加盟クラブの一種として再定義されましたが、

この変更によってローターアクトクラブとその会員の権利や特権が取り消されるべきでは

ないと、管理委員会は強く感じました。ローターアクターは今後も、グローバル補助金の奨

学金およびロータリー平和フェローシップの受領資格を維持します。なお、補助金プロジェ

クトの立案に携わっているローターアクターがその補助金の主な受益者ではない場合もあ

ります。 

 

・ローターアクトの会員年齢の上限が取り除かれたのはなぜですか。 

ローターアクトクラブは今後も、若年層の社会人を対象とします。ローターアクトの会員年

齢の上限を取り除くことで、会員は年齢に関係なく自分が望むクラブ体験を選べるように

なります。 

現在の方針では、ローターアクターがロータリークラブへの入会に誘われる前に、あるいは

入会への心構えができる前に、ローターアクトから退会しなければならないということが

頻繁にあります。これは、ローターアクターのロータリー離れにつながります。 

ローターアクトの会員年齢を 30 歳までとする制限については、地域によって受け止め方

が異なります。会員が年齢制限の引き上げの必要性を感じている地域がある一方で、引き下

げを望む地域もあります。ローターアクト地域向上のためのタスクフォースと理事会は慎

重に検討した後、ローターアクト退会時期をローターアクター自身が決める柔軟性を提供

することが重要であると判断しました。調査の対象となったローターアクターの大多数は、

年齢制限を削除することで、クラブでの体験が変わることはない、あるいは改善されると考

えていることがわかりました。また、ロータリークラブ入会への意向も変わらないという声

が聞かれました。 

https://my.rotary.org/ja/take-action/apply-grants/qualification
https://my.rotary.org/ja/document/guide-global-grants
https://my.rotary.org/ja/take-action/apply-grants/qualification
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・ローターアクトクラブが年齢の上限を設けることはできますか。 

はい。理事会は、ローターアクトクラブが、その会員が望む経験ができるように柔軟に対応

すべきだと考えています。クラブの成功にとって年齢の上限が大切である場合、クラブは独

自の裁量で細則の中に年齢の上限を設定できます。ただし、クラブ会員ならびにスポンサー

クラブ（該当する場合）からの同意を得なければなりません。 

 

・地区ローターアクト代表の年齢の上限を設けることはできますか。 

地区ローターアクト代表の選出方法は、選挙の前に、地区ローターアクト委員会が決定・確

認し、地区ガバナーが承認することになっています。ロータリー章典で規定されているのは、

候補者が任期を開始する前に丸 1 年、ローターアクトクラブ会長または地区ローターアク

ト委員会メンバーを務めた経験があるという点のみです。地区内クラブが協議して、地区ロ

ーターアクト代表の年齢制限を設けることができます。年齢の上限を定めなかったとして

も、地区はこの重要なリーダーシップの役職に若い会員を奨励すべきであり、若い候補者を

選出するようクラブに伝えるべきです。これにより、若い職業人にローターアクトを通じた

成長とリーダーシップの機会が与えられます。 

 

・ローターアクターには今後も、ロータリアンとなることを呼びかけていくのですか。 

はい。これは変わりません。ローターアクターには今後も、自分が望むクラブ体験ができる

ロータリークラブにいつでも入会することを呼びかけていきます。ロータリークラブは、例

会や行事、奉仕プロジェクトでローターアクターと定期的に協力を続けていきます。また適

時にロータリークラブへの入会をローターアクターに勧めていくことも従来通りです。ロ

ーターアクターは、ローターアクトクラブ会員であってもロータリークラブに入会、あるい

は新たにロータリークラブを設立することができます。 

 

・ロータリークラブは今後も、ローターアクトクラブのスポンサークラブとなることはで

きますか。 

はい。一つまたは複数のロータリークラブが、あるいはほかのローターアクトクラブがロー

ターアクトクラブのスポンサークラブとなることができます。これによりローターアクト

クラブは、柔軟にそれぞれのニーズに最適な協力関係をスポンサークラブと築けるように

なります。 

 

・ローターアクトクラブは、ほかのローターアクトクラブのスポンサークラブとなること

ができますか。 

はい。ローターアクトクラブは、ほかのローターアクトクラブのスポンサークラブとなるこ

とができます。これによりローターアクトクラブは、柔軟にそれぞれのニーズに適したスポ

ンサークラブと関係を築けるようになります。また、地域社会を基盤とするローターアクト

クラブは、大学を基盤とするローターアクトクラブのスポンサークラブとなることが奨励

されます。 

 

・これらの変更事項は、ローターアクトクラブでの体験にどのような影響をもたらします

か。 
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これらの変更事項によって、ローターアクトクラブでの体験に必ず影響がもたらされると

いうことはありません。ローターアクトクラブには今後も、ロータリークラブと協力し、地

元と海外で革新的かつ持続可能な奉仕プロジェクトを計画し、若い社会人の会員にリーダ

ーシップ育成と職能開発の機会を提供するよう呼びかけていきます。ローターアクトクラ

ブは、より柔軟にそれぞれのニーズに合わせて会員の活動を立案し、若い社会人ネットワー

クの幅を広げ、多様な考え方や職種、才能を融合するような関係をクラブと築いていけるよ

うになります。 

 

・これらの変更事項は、ロータリークラブでの体験にどのような影響をもたらしますか。 

これらの変更事項によって、ロータリークラブでの体験に必ず影響がもたらされるという

ことはありません。ロータリークラブには今後も、ローターアクトクラブのスポンサーとな

り、ローターアクトと手を結び奉仕プロジェクトを計画することや、協力と指導を通じてリ

ーダーシップと職能スキルの養成においてローターアクターを支援していくことが呼びか

けられます。ロータリークラブは、それぞれの地域社会でローターアクターとともに活動し、

新しいローターアクトクラブの発展を支援し、適時にロータリークラブへの入会について

ローターアクターに呼びかけていきます。 

 

・国際ロータリー（RI）への会費を支払う見返りに、ローターアクターは何を得られるので

すか。 

理事会は、ローターアクターが実際に会費を支払う以前から、RI がローターアクトクラブ

に支援を提供することが重要だと考えています。2022 年 7 月 1 日以前から、ローターア

クターはトーストマスターズ・インターナショナルのリーダーシップ開発リソース、オンラ

インの目標設定ツール、オンラインのクラブ運営ツールを利用できるようになります。ロー

ターアクトクラブが RI に収める会費は、新規・既存のサービスやツールを支え、今後ロー

ターアクト会員にこれまで以上に大きな価値を提供していく一助となります。 

 

・国際ロータリー（RI）に支払う会費の額はどのように決定されたのですか。 

2019年10月、ローターアクトの会費の額やその算出方法などについて意見を得るため、

すべてのローターアクターにアンケート調査が送られました。世界中の 9,000 人以上のロ

ーターアクターが回答し、ロータリー世界全体からのデータを正確に得るために必要な回

答よりもはるかに多くのデータを得ることができました。理事会は、このローターアクター

からの回答を基に、RI への会費の金額とその算出方法の両方を決定しました。>> アンケー

ト調査結果の詳細はこちら 

 

・国際ロータリー（RI）への会費の支払いの開始が 2022 年 7 月であるのはなぜですか。 

理事会は、ローターアクトクラブが RI に会費を支払う前に、さまざまな恩恵を受けられる

ようにすべきだと強く考えています。今後数年間、ローターアクトクラブは費用を支払うこ

となく、追加のツールやリソースにアクセスできます。クラブは、これらの新しいサービス

を維持しつつ、今後も会員がロータリーから大きな価値を得られるよう、2022 年 7 月 1

日より RI 会費を支払うこととなります。 
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・国際ロータリー（RI）に人頭分担金を支払えない場合はどうなるのですか。 

ロータリーでは、ローターアクターが RI に支払う会費に見合う価値が得られると考えてい

ますが、クラブによっては、クラブや地区の会費に加えて、人頭分担金の支払いが困難とな

る場合があることを理解しています。今後数年間、ロータリーでは会費の支払いにおいてロ

ーターアクトクラブが適切に計画を立てられるよう支援していきます。クラブが検討でき

る対策として、毎年の募金活動、地元の事業または法人のスポンサーからの寄付、スポンサ

ークラブとの協力などが挙げられます。クラブはまた、すべてのクラブ役員と会員の情報を

ロータリーに報告する必要があります。こうすることで、ロータリーから定期的に最新情報

を得られるほか、変更に適切に対応するための情報を得ることができます。 

 

・ローターアクトの会員目標がなぜ既に立てられているのですか。 

クラブの成長と繁栄に向けて目標を立てるのと同様に、ローターアクト全体としての会員

目標を立てることは、ローターアクトの今後の成功のために必要不可欠です。ローターアク

トの世界的影響について理解し、より多くの若い社会人にローターアクトを通じて奉仕と

リーダーシップに従事してもらうためにも、クラブと地区に大きな目標を立てるよう呼び

かけることがこれまで以上に重要です。 
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